
有終東小学校児童の通学区域について方針決定

大野市通学区域審議会答申を踏まえ、１２月２４日開催の教育委員会定例会において、有終東

小学校児童の通学区域変更方針を次のとおり決定しましたのでお知らせします。

＜方 針＞

有終東小学校から開成中学校に進学している、弥生町１区、弥生町２区、幸町区、春日三丁目

下区（有終南小学校の通学区域を除く）、東中（有終南小学校の通学区域を除く）については、小

学校通学区域を変更し、令和８年４月より有終南小学校に入学する。中学校通学区域は変更しな

い。

現在有終東小学校に通学している児童は、引き続き有終東小学校に通学する。

なお、当該地域に居住する児童が、令和７年度に有終南小学校に入学を希望する場合は認める。

また、きょうだいが有終東小学校に在籍している児童が、有終東小学校に入学することを希望

する場合も認める。

有終東小学校に在籍している児童が、陽明中学校への進学を希望する場合も認める。

その他の個別の案件について、相談に応じる。
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